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千葉県市川市

市川市立第七中学校
多世代が交流できる拠点

・多世代の交流の実現に向けた地域の拠点として整備 
 

・ＰＦＩの導入による、効率的かつ効果的な公共施設等の整備・ 
維持管理 

施設整備の背景 

施設の配置・動線 

・各施設の動線を明確に区分 
・時間外の学校開放にあたっては、専用玄関を設置し、動線を明確に区分 

保育園・高齢者施設利用者の交流が行われている屋上庭園 

・中学校校舎（一部）の老朽化への対策として、校舎を建て替え（平成15年） 
・校舎建て替え計画の企画にあたり、地域からの要望があった公共施設及び  
需要の大きい保育園・高齢者福祉施設との複合化を実施 
・工事の契約に際し、ＰＦＩを導入することで、財政負担の軽減・平準化を意図 

■中学校規模／21学級820名 
    （特別支援学級／4学級23名） 
■複合施設（床面積）／ 

 中学校（7,486㎡うち給食室474㎡） 
             文化ホール（3,077㎡） 

 保育園（611㎡） 
 ケアハウス（2,468㎡） 

       デイサービスセンター（393㎡） 
■整備時期／平成16年 
■構造／RC造 地上5階地下1階 

高齢者福祉施設 中学校 保育所 文化ホール 

会議室 

文化ホール 

生徒 

保育所 
デイ 
サービス 

ケアハウス 

ケアハウス 体育館 

オープンスクエア 
（小体育館） 

教室 

教室 

教室 地域 

園児 

高齢者福祉施設 
生徒 

文化 
ホール 地域 

高齢者福祉施設 園児 地域（学校開放） 

地域 
（学校開放） 

既存校舎 

建て替え校舎 

給食室 

給食室 

＜立面図＞ ＜配置図＞ 

１０．

老人

千葉県市川市

市川市立第七中学校
多世代が交流できる拠点

・多世代の交流の実現に向けた地域の拠点として整備 
 

・ＰＦＩの導入による、効率的かつ効果的な公共施設等の整備・ 
維持管理 

施設整備の背景 

施設の配置・動線 

・各施設の動線を明確に区分 
・時間外の学校開放にあたっては、専用玄関を設置し、動線を明確に区分 

保育園・高齢者施設利用者の交流が行われている屋上庭園 

・中学校校舎（一部）の老朽化への対策として、校舎を建て替え（平成15年） 
・校舎建て替え計画の企画にあたり、地域からの要望があった公共施設及び  
需要の大きい保育園・高齢者福祉施設との複合化を実施 
・工事の契約に際し、ＰＦＩを導入することで、財政負担の軽減・平準化を意図 

■中学校規模／21学級820名 
    （特別支援学級／4学級23名） 
■複合施設（床面積）／ 

 中学校（7,486㎡うち給食室474㎡） 
             文化ホール（3,077㎡） 

 保育園（611㎡） 
 ケアハウス（2,468㎡） 

       デイサービスセンター（393㎡） 
■整備時期／平成16年 
■構造／RC造 地上5階地下1階 

高齢者福祉施設 中学校 保育所 文化ホール 
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＜立面図＞ ＜配置図＞ 

１０．

老人福祉施設

  施設の配置・動線  
・各施設の動線を明確に区分
・学校教育の活動時間外の学校開放に当たっては、専用玄関を設置し、動線を明確に区分

＜立面図＞ ＜配置図＞

ケアハウス

建て替え校舎

文化ホール

文化
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ケアハウス

デイ
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教室

教室
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体育館

保育所 　　教室

保育所・老人福祉施設利用者の交流が行われている屋上庭園

10
千葉県市川市
市川市立第七中学校

■中学校規模／ 21 学級 820 名
　（特別支援学級／ 4 学級 23 名）
■複合施設（床面積）／中学校（7,486㎡うち給食室474㎡）

文化ホール（3,077㎡）
保育園（611㎡）
ケアハウス（2,468㎡）
老人デイサービスセンター（393㎡）

■整備時期／平成 16 年
■構造／ RC 造地上 5 階地下 1 階

多世代が交流できる拠点
・多世代の交流の実現に向けた地域の拠点として整備
・ＰＦＩ手法により、効率的かつ効果的に学校施設を含めた公共施設の整備と維持管理

  施設整備の背景  
・中学校校舎（一部）の老朽化対策として、

校舎を建替（平成 15 年）
・校舎建替の計画に当たり、地域の要望が

あった公共施設及び需要のある保育園・
老人福祉施設との複合化を実施

・工事の契約に際し、ＰＦＩ手法を導入するこ
とで、財政負担の軽減・平準化を図った

  管理・運営の体制  
施　設 利用時間（平日）

8　　　　　12　　　　　17　　　　　22　 所　管 管理・運営

中学校 教育委員会 SPC

文化ホール 市長部局 指定管理者

保育所 市長部局 SPC

ケアハウス 市長部局 SPC

老人ディサービスセンター 市長部局 SPC

凡  例　  中学校　  保育所　  高齢者福祉施設　  文化ホール　  給食室

・中学校、老人福祉施設、保育所の施設の管理は、ＳＰＣ（特別目的会社）が実施
・文化ホールの施設の管理は、指定管理者が実施
・運営の管理は、それぞれの施設長が実施

  施設整備に要した期間（構想から工事まで）  
平成11年度 平成12年度 平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度

構想・計画等

設計

工事

平成１１年１１月：七中建設検討委員会設置
平成１４年４月～３月：PFI事業者選定・契約

平成１４年１月～４月：設計
平成１５年９月～平成１６年８月：建設工事
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  平面計画上の特徴  

    委員の意見より    
・年齢に開きのある保育園児と中学生の連携による教育効果が大きい。
・各施設間の良好な関係性が、相互の施設利用において有用なものとなっている。
・避難訓練を高齢者福祉施設、保育所、中学校が連携し行うことは、非常時対応だけではなく、世代交流としても良い。

     相互利用・交流活動   
・園児と高齢者は、週一回合同で体操を実施
・屋上庭園では保育園児と高齢者の交流イベント（芋

掘り）を小体育館では中学生と高齢者の交流イベン
ト（敬老会等）を実施

・ケアハウス入居者は、学校図書室を利用すること
も可能

➡施設の一体化による近接性を有効に活用
・文化祭、吹奏楽部発表会等で文化ホールを利用
➡学校教育にも公共施設を有効に活用

・避難訓練では、中学生が高齢者の避難を介助
・保育所では、中学生の

保育実習も実施
・施設間の連携による防

災力の向上

     防犯・防災対策   
・各施設を明確に区分（玄関を施設ごとに設置）
・施設間の連絡扉は防災訓練等における使用
➡・動線の分離により、防犯性を高める
　・緊急時には柔軟に連絡扉を開閉

     地域の拠点    
・市役所支所、公立図書館、公民館が隣接しており、

地域の文化施設が集約された、地域の拠点を形成
している

デイサービスセンター（左）、保育所（右）
のエントランス（完全に独立）

隣接する
市役所支所（左）・図書館（右）

施設内の連絡扉

設備の調った文化ホールでは
コンサート・舞台等様々な催しを開催

図書室は高齢者福祉施設入居者も利用

➡・地域住民の利便性の向上
　・学習や文化への関心・活動機会の向上

     PFI の活用    
・総事業費の低減
・財政支出の平準化
・民間ノウハウの活用

・防犯や管理の観点から、 各施設は独立した玄関を設置
・イベント、緊急時における通用扉利用による利便性の向上

凡  例　

 中学校　

 保育所　

 ケアハウス　

 デイサービスセンター　

 文化ホール

 給食室　　

・契約事務手続が煩雑な部分
があった
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京都府宇治市

宇治市立小倉小学校
余裕教室を高齢者福祉施設へ転用

・高齢者福祉施設としての機能を備えた施設に改修 
 

・動線や施設区分を明確に分けることで、管理負担を軽減 

複合化の背景 

施設の区画・動線 

＜立面図＞ 

・校舎は3つの棟があり、一番北側の校舎の1・2階部分を高齢者福祉施設に、 
   3階部分を小学校のコンピューター室、多目的室等として改修。 
 

・3階には、児童が外部や高齢者施設を通らずに移動できる連絡通路を設置。 
 

・両施設を区分管理するために、通常時は学校と高齢者福祉施設をつなぐ 
階段は使用しておらず、非常時のみの使用としている。 

既存校舎を改修し高齢者福祉施設に転用 

地域 児童 
高齢者福祉施設 小学校 

地域 

児童 地域 

教室 

教室 

教室 

コンピューター室 
多目的室等 

介護支援 
センター等 

デイサービス 

・宇治市では平成6年に宇治市老人保健福祉計画を策定し、平成11年度まで 
に、特別養護老人ホーム、デイサービスセンター等の整備計画を立てていた。 

 

・当時、小倉小学校には、12教室以上の余裕教室があったことから、余裕教室  
の転用による活用を計画した。 

 

・平成5年度に制度化された地方分権特例制度で、余裕教室のデイサービス 
センターへの転用が特例措置の対象となったことが当整備の背景にはある。 

児童 → 至 校庭 

隣地 
保育園 

１.２階：老人福祉施設 
３階：小学校 

■学校規模／24学級731名 
（特別支援学級／2学級5名）

■複合施設（床面積）／ 
 小学校（5,840㎡） 

       高齢者福祉施設（1,024㎡） 
■整備時期／平成7年 
■構造／RC造 地上3階 

＜配置図＞ 

１１．

既存校舎を改修し老人福祉施設に転用

  施設の配置・動線  
・校舎は 3 つの棟があり、一番北側の校舎の 1・2 階部分を老人福祉施設に、3 階部分を小学校のコンピューター室、

多目的室等として改修。
・3 階には、児童が外部や老人福祉施設を通らずに移動できる連絡通路を設置。
・両施設を区分して管理するために、通常時には学校と老人福祉施設をつなぐ階段は使用しておらず、非常時のみの

使用としている。

＜立面図＞ ＜配置図＞

11
京都府宇治市
宇治市立小

お

倉
ぐ ら

小学校

■学校規模／ 24 学級 731 名
　（特別支援学級／ 2 学級 5 名）
■複合施設（床面積）／小学校（5,840㎡）

老人福祉施設（1,024㎡）
■整備時期／既存校舎：昭和 54 年

平成7年（老人福祉施設部分を改修）
■構造／ RC 造地上 3 階

余裕教室を老人福祉施設へ転用
・老人福祉施設としての機能を備えた施設に改修
・動線や施設区分を明確に分けることで、管理負担を軽減

  施設整備の背景  
・宇治市では平成 6 年に宇治市老人保健福

祉 計 画 を 策 定 し、 平 成 11 年 度 ま で に、
特別養護老人ホーム、老人デイサービス
センター等の整備計画を策定していた。

・当時、小倉小学校には、12 教室以上の余
裕教室があったことから、これを老人デイ
サービスセンターに転用する計画とした。

・平成 5 年度に制度化された地方分権特例
制度により、余裕教室の老人デイサービ
ス　センターへの転用が特例措置の対象
となったことが背景にある。

  管理・運営の体制  
施　設 利用時間（平日）

8　　　　　12　　　　　17　　　　　22　 所　管 管理・運営

小学校 教育委員会 教育委員会

老人福祉施設 市長部局 社会福祉法人

凡  例　   小学校　  地域　  老人福祉施設　

京都府宇治市

宇治市立小倉小学校
余裕教室を高齢者福祉施設へ転用

・高齢者福祉施設としての機能を備えた施設に改修 
 

・動線や施設区分を明確に分けることで、管理負担を軽減 

複合化の背景 

施設の区画・動線 

＜立面図＞ 

・校舎は3つの棟があり、一番北側の校舎の1・2階部分を高齢者福祉施設に、 
   3階部分を小学校のコンピューター室、多目的室等として改修。 
 

・3階には、児童が外部や高齢者施設を通らずに移動できる連絡通路を設置。 
 

・両施設を区分管理するために、通常時は学校と高齢者福祉施設をつなぐ 
階段は使用しておらず、非常時のみの使用としている。 

既存校舎を改修し高齢者福祉施設に転用 

地域 児童 
高齢者福祉施設 小学校 

地域 

児童 地域 

教室 

教室 

教室 

コンピューター室 
多目的室等 

介護支援 
センター等 

デイサービス 

・宇治市では平成6年に宇治市老人保健福祉計画を策定し、平成11年度まで 
に、特別養護老人ホーム、デイサービスセンター等の整備計画を立てていた。 

 

・当時、小倉小学校には、12教室以上の余裕教室があったことから、余裕教室  
の転用による活用を計画した。 

 

・平成5年度に制度化された地方分権特例制度で、余裕教室のデイサービス 
センターへの転用が特例措置の対象となったことが当整備の背景にはある。 

児童 → 至 校庭 

隣地 
保育園 

１.２階：高齢者福祉施設 
３階：小学校 

■学校規模／24学級731名 
 （特別支援学級／2学級5名） 
■複合施設（床面積）／ 

 小学校（5,840㎡） 
       高齢者福祉施設（1,024㎡） 
■整備時期／平成7年 
■構造／RC造 地上3階 

＜配置図＞ 

１１．

老人デイサービス
センター

  施設整備に要した期間（構想から工事まで）  
平成3年度 平成4年度 平成5年度 平成6年度

構想・計画等

設計

工事

平成３年９月～平成４年１１月：空き教室検討委員会
平成５年１１月：地方分権特例制度の許可

平成６年４月～９月：設計

平成６年１２月～平成７年３月：改修工事
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管理・運営の体制 

学校時間中、一般の人は 
２階へアクセスできない 

非常時のみ開放 

社教側の窓から 
小学校のグラウンド 
が見渡せる 

室内プール利用の際は、 
学校から直接行くことが 
可能 

音楽室・グラウンドへは 
渡り廊下を渡る 

平面計画上の特徴 ・施設内において、通常時は小学校と高齢者福祉施設の区画や動線は分けているが、 
  避難経路の関係から、壁の設置や扉の施錠等といった完全な分離はしていない。 
・校門付近では、児童とデイサービスセンターの車両の動線が重なる部分がある。 
（デイサービスの利用時間を学校の通学時間とずらすなどの対策をとっている。） 

学校時間中, 
校門は閉めている 

アプローチギャラリーの
窓から、プールと体育館
の様子が見える 

隣接する区の公園を、 
園庭代わりに使用 

北側校舎へは、連絡通路
を渡って行くことができる 

階段への扉は避難の観点から
完全に閉鎖はせず、非常時に
使えるようにしている。 老人福祉施設の専用玄

関を設置。 
自動ドアになっている 

児童出入口だった場所は 
車で横付けできる出入口と
なっている 

施設用の 
厨房を整
備 

施設専用のＥＶを設置 

通常時は使用禁止 
1・2階への移動には使うが、 
3階の学校へは登れない 

入口付近は、児童と老人
デイサービスセンターの
車の動線が交差するため
通学・通所の時間帯をず
らしている。 

施設 利用時間（平日） 所管 管理・運営 

小学校 教育委員会 教育委員会 

高齢者施設 市長部局 社会福祉法人 

8 12 17 22 

広い和室を
整備 

浴室や 
和室を整備 

多目的 
トイレを 
設置 

  平面計画上の特徴  

    委員の意見より    
・大がかりな整備をせずに余裕教室を有効に活用した事例。今後、児童生徒数の減少に伴う余裕教室の有効活用

が一層求められる中、このような老人福祉施設の整備は増えていくのではないか。
・小学校と老人デイサービスセンター等との間での交流については、当初から意図されていたわけではなかった

が、自然発生的に交流が生まれてきたとの話であった。複合化によって各施設の利用者が日常的に一緒にいる
ことが、相互により良い効果を生むことが確認できた。

     既存施設の改修   
・元々は学校施設であった施

設を老人福祉施設へ転用す
るに当たり、バリアフリーの
観点から、出入口段差の解
消や、多目的トイレ、エレベー
ター、自動ドア、手摺等の
設置を行った。

・高齢者が快適に過ごせるよう
に、 障子や襖を設置したり、
仕上げ材に木材を使用するこ
とで温かい雰囲気にしている。

・抵抗力の低い高齢者が体調
を崩さないように、床暖房を
設置したり、熱を逃がさない
ようアコーディオンカーテン
を適宜設置したりするなど工
夫をしている。

➡施設の用途や利用者の違いを考慮した改修の工夫が見られる。

     施設の管理区分のための整備    
防犯や管理区分の明確化を図るための施設の整備や
対策も実施。

・老人福祉施設専用の玄関を設置し、既存階段も高齢
者専用とした

・転用施設の 3 階に扉を設置し、学校施設と老人福祉
施設を分離

・児童が老人福祉施設を通らずに転用施設 3 階の部屋
へアクセスできるように、渡り廊下を設置

     複合施設とした効果    
・当初は社会福祉施設の充実と財政負担の軽減を目

的に整備。
・新たに用地を購入し、同様の社会福祉施設を整備

する場合と比較して、5 億円以上経費を削減。
・休み時間に、生徒と高齢者が折り紙等を一緒に楽し

んだり、生徒の歌や演奏を高齢者に披露したりする
など、授業の一環として施設間の交流を積極的に実
施しているほか、日常的に身近で生活することによ
り自然発生的な世代間交流も生まれている。

     防犯対策・事故対策    
・各校門に防犯カメラを設置しているほか、人や車の

出入りが多いことから、8 時から 16 時までは地域
ボランティアが校内の巡回警備や誘導等を実施。

・児童と老人デイサービスセンターの車が接触しないよ
うに、デイサービスの通所時間を学校の通学時間と
ずらしている。

・避難訓練は年に 3 回実施し、うち 1 回は学校と高齢
者福祉施設と合同で実施。なお、学校の各教室には
緊急時のために電話と通報ボタンを設置。

暖房効果を高めるための工夫

畳や障子などを設置し、高齢者
が落ち着ける空間としている。

階段前に扉を設置し施設を分離二つの棟の３階部分を繋ぐ渡り廊下

・施設内において、小学校と老人福祉施設の区画や動線は分けているが、避難経路の関係
から、壁の設置や扉の施錠等といった完全な分離はしていない。

・校門付近では、児童と老人デイサービスセンターの車両の動線が重なる部分があるため、
老人デイサービスセンターの利用時間を学校の通学時間とずらすなどの対策をとっている。）

１Ｆ 

１Ｆ ５Ｆ ４Ｆ ３Ｆ ２Ｆ Ｂ２Ｆ ６Ｆ ７Ｆ ８Ｆ Ｂ１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ ５Ｆ ４Ｆ ３Ｆ ２Ｆ Ｂ２Ｆ ６Ｆ ７Ｆ ８Ｆ Ｂ１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ ５Ｆ ４Ｆ ３Ｆ ２Ｆ Ｂ２Ｆ ６Ｆ ７Ｆ ８Ｆ Ｂ１Ｆ 

凡  例　   小学校　  地域　  老人福祉施設　

現
地
調
査
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⑩十日町小学校 

地域 
体育館 

教室 

教室 

教室 
特別 
教室 交流 

スペース 特別支援 
学校 

発達支援 
センター 学童 学童 

小学校 特支 

⑨聖籠中 

特別教室 

地域 

体育館 教室 

教室 地域交流 
施設 

生徒 

小学校棟 地域交流 
施設棟 

新潟県十日町市

十日町市立十日町小学校
十日町市立ふれあいの丘支援学校

共生教育を理念とした複合化施設

・小学校・特別支援学校・発達支援センターを一体化して整備 
～一つの学舎で、相互に高め合い、支え合う共生社会を目指す 

 

・学校と家庭・地域との連続性・継続性のある教育支援 ■小学校／12学級291名 
   （特別支援学級／2学級7名） 

  特別支援学校／9学級29名 
■複合施設（床面積）／ 

小学校（4,393㎡） 
   特別支援学校（1,645㎡） 
   発達支援センター（402㎡） 
学童保育（77㎡） 

■整備時期／平成24年 
■構造／RC造 地上2階建て 

施設整備の背景 

施設の配置・動線 

＜立面図＞ 

・小学校と特別支援学校は交流スペースを挟んで明確に分けられている。 
 

・両学校で共有する特別教室は、どちらからでも利用しやすい場所に配置。 
 

・発達支援センター・学童保育の入口は、両校児童の出入口と別に設けられ 
ているが、施設内では一体的に利用することが可能。 

小学校と特別支援学校の児童が 
自然と交流するふれあい広場 

・十日町市は障がい者との共生社会を目指す福祉のまちとして、日常的な 
   共生教育環境を整備することが市民からも求められていた。 
 

・老朽化による十日町小学校の改築に伴い、同小学校内に設置されていた 
県立特別支援学校分校を市立に移管するとともに、発達支援センター、 
学童保育との複合施設とした。 

＜配置図＞ 

１２．

学校と特別支援学校の児童が自然と交流するふれあい広場

  施設の配置・動線  
・小学校と特別支援学校は交流スペースを挟んで配置されている。
・両学校で共有する特別教室は、どちらからでも利用しやすい場所に配置。
・発達支援センター・学童保育の入口は、両校の児童生徒の出入口と別に設けられているが、施設内では一体的に利

用することが可能。

＜立面図＞ ＜配置図＞

12
新潟県十日町市
十
と お か ま ち

日町市立十
と お か ま ち

日町小学校
十日町市立ふれあいの丘支援学校

■学校規模（小学校）／ 12 学級 291 名 
　（特別支援学級／ 2 学級 7 名）
　特別支援学校／ 9 学級 29 名
■複合施設（床面積）／小学校（4,393㎡）

特別支援学校（1,645㎡）
発達支援センター（402㎡）
学童保育（77㎡）

■整備時期／平成 24 年
■構造／ RC 造地上 2 階建て

共生教育を理念とした複合化施設
・小学校・特別支援学校・発達支援センターを一体化して整備
　一つの学舎で、相互に高め合い、支え合う共生社会を目指す

・学校と家庭・地域との連続性・継続性のある教育支援

  施設整備の背景  
・十日町市は障がい者との共生社会を目指

す福祉のまちとして、日常的な共生教育
環境を整備することが市民からも求めら
れていた。

・老朽化による十日町小学校の改築に伴い、
同小学校内に設置されていた県立特別支
援学校分校を市立に移管するとともに、
発達支援センター、学童保育との複合施
設とした。

施　設 利用時間（平日）
8　　　　　12　　　　　17　　　　　22　 所　管 管理・運営

小学校 教育委員会 教育委員会

特別支援学校 教育委員会 教育委員会

発達支援センター 市長部局 市長部局

学童保育 市長部局 市長部局

  管理・運営の体制  

凡  例
　   小学校　   特別支援学校　

　　　　   学童　  地域　  共有スペース
 発達支援センター

グラウンド

交流スペース

学童

ふれあい
グラウンド

特別支援
学校

発達支援
センター

体 育 館 小 学 校

  施設整備に要した期間（構想から工事まで）  
平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度

構想・計画等

設計

工事

平成２０年１０月～平成２２年７月：新校舎実現委員会
平成２２年７月～平成２２年１１月：校舎改築検討委員会

平成２２年７月～平成２３年３月：設計

平成２３年７月～平成２４年１２月：建設工事

平成２５年７月～１１月：
屋外環境整備・グラウンド造成工事
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  平面計画上の特徴  

    委員の意見より    
・両学校間の交流活動は活発に行われている。健常者と障がいのある者が「一緒にいることが当たり前に感じられるよ

うになる」ことは一体的な施設でこそ実現できた成果と言える。
・バリアフリーの整備が行き届き、施設の違いを超えて児童生徒・教員が自由に行き来し、共生教育が日常的に自然な

形で行われており、それが可能になるようにプールや交流空間などが設計されている。

     共生と交流   
学校施設は全て共用となっており、同じ施設で両校の児
童・生徒・職員が共に生活し学び合う施設として、ソフト・
ハード両面での対応が見られる。
＜ハード面＞
○交流スペースの確保
　ふれあい広場を中心に、日常的に両校の児童生徒が

顔を合わせ、声を掛け合える空間や動線が考えられ
ている。

○建物のバリアフリー化
　段差解消、エレベーター設置、多目的トイレ、2 段

手すり、スロープ付きのプール等
＜ソフト面＞
○日常的な交流、授業での交流、行事での交流を、両

校の年間計画に位置付けている。
○各施設の教職員間でも合同職員会議や研修会の開催

を通じて、担当者の負担軽減や専門性の向上を目指
している。

➡学校での交流を通して、障害の有無にかかわらず、共
に支え合って生活できる人間性が育つ

     特別支援教育の核    
・特別支援学校、発達支援センター、通級指導教室が

併設され、乳幼児から義務教育段階の子供たちまで、
継ぎ目のない福祉的支援と教育機会の提供が可能。

・施設の管理は各施設で行っているが、同一建物に
あることで、設備の相互活用や、施設間の連携体
制が取りやすい。

➡ 3 施設が一つの建物・学舎にあるという環境を活かした
密な連携体制により、質の高い支援が可能になる

     整備の経緯    
・十日町市では、ＰＴＡを中心に、特別支援学校や

発達支援センターといった、共生教育環境を整え
た学校の整備に向けた取組（『夢の学校づくり運
動』）を 15 年以上かけて行った。

・実現に当たっては、施設整備だけでなく、当時の
県立養護学校分校に代わる市立の特別支援学校を
設置するなど、ハード・ソフト両面により進めて
きた。

児童生徒の成長に配慮したユニバー
サルデザインによる２段手すりを整備

プレイルーム（写真左）や個別指導室（写真右）等、
相談、訓練、研修、家族支援のための設備が整っている。

障がい者にも使いやすい
スロープ付きの屋上プール

平面計画上の特徴 

管理・運営の体制 

小学校と特別支援学校の
間に交流スペースを配置 

１Ｆ ２Ｆ 

同じ出入口からエントランス
ホールを通って教室へ 

小学校とは別の出入口 

特別支援学級は 
中庭に面した 
落ち着いた場所に 

現在は特別支援学校 
と共有で使用 

プールまでの動線も 
バリアフリーとした 

地域行事にも使われる 
明るい多目的スペース 

スロープ付きの 
屋上プール 

ガラス張りと吹抜 
の開放的な空間 

学童
保育 

凡  例　   小学校　   特別支援学校　   学童
 共有スペース　  発達支援センター

ふれあい広場

東・中庭

吹き抜け

フォーラム
スペース

吹き抜け

プール

１Ｆ 

１Ｆ ５Ｆ ４Ｆ ３Ｆ ２Ｆ Ｂ２Ｆ ６Ｆ ７Ｆ ８Ｆ Ｂ１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ ５Ｆ ４Ｆ ３Ｆ ２Ｆ Ｂ２Ｆ ６Ｆ ７Ｆ ８Ｆ Ｂ１Ｆ 

現
地
調
査
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ボランティア団体が運営する地域交流棟（写真左側）

  施設の配置・動線  
・地域に開かれた学校を実現するため、学校敷地の周囲に囲障は設けておらず、誰でも気軽に訪れることのできる開

かれたつくりとなっている。
・地域交流棟専用の入口を設置している。

＜立面図＞ ＜配置図＞

平日の日中は、ボランティア団体に地域交流棟の管理を委託。

  施設整備の背景  
・町内に 2 校あった中学校の統合に当たり、

統合中学校建設推進委員会に町民が積極
的に参加した結果、「生涯学習施設として
の機能をもち、地域に開かれた学校」を
目指すこととなり、地域交流棟の整備に
つながった。

・文教施設のインテリジェント化に関する
パイロットモデル研究事業対象校。

ボランティア団体が地域交流棟を運営し交流活動を展開
・ボランティア団体の活動スペースと学校開放を行うスペースからなる地域交流棟を、ボランティ

ア団体が運営
・敷地周囲に囲障のない開かれたつくり

13
新潟県聖籠町
聖
せ い

籠
ろ う

町立聖
せ い

籠
ろ う

中学校

■学校規模／ 12 学級 406 名
　（特別支援学級／ 3 学級 16 名）
■複合施設（床面積）／中学校（12,060㎡）

地域交流棟（2,893㎡）
■整備時期／平成 13 年
■構造／ RC 造（2 階木造） 地上 2 階

  管理・運営の体制  
施　設 利用時間（平日）

8　　　　　12　　　　　17　　　　　22　 所　管 管理・運営

中学校 教育委員会 中学校

地域交流棟
教育委員会 ボランティア団体

教育委員会 町長部局

⑩十日町小学校 

地域 
体育館 

教室 

教室 

教室 
特別 
教室 交流 

スペース 特別支援 
学校 

発達支援 
センター 学童 学童 

小学校 特支 

⑨聖籠中 

特別教室 

地域 

体育館 教室 

教室 地域交流 
施設 

生徒 

小学校棟 地域交流 
施設棟 

新潟県聖籠町

聖籠町立聖籠中学校 ボランティア団体が地域交流棟を運営し交流活動を展開

・ボランティア団体の活動スペースと学校開放を行うスペース 
からなる地域交流棟を、ボランティア団体が運営 
・敷地周囲に囲障のない開かれた作り 

施設整備の背景 

施設の配置・動線 

＜立面図＞ 

ボランティア団体が運営する 
地域交流棟（写真左側） 

・町内に2校あった中学校の統合に当たり、統合中学校建設推進委員会に町民 
が積極的に参加した結果、「生涯学習施設としての機能をもち、地域に開かれ 
た学校」を目指すこととなり、地域交流棟の整備につながった。 

 

・文教施設のインテリジェント化に関するパイロットモデル研究事業対象校。 

＜配置図＞ 

■中学校規模／12学級406名 
    （特別支援学級／3学級16名） 
■複合施設（床面積）／ 

 中学校（12,060㎡） 
      地域交流棟（2,893㎡） 
■整備時期／平成13年 
■構造／RC造（2階木造） 地上2階 

グラウンド

テニスコート屋内運動場

中庭

校舎

中庭

地域交流棟

地域交流用
駐車場

職員用
駐車場

来客用駐車場

教材園

・地域に開かれた学校を実現するため、学校敷地の周囲に囲障は設けて 
おらず、誰でも気軽に訪れることのできる開かれた作りとなっている。 
・地域交流棟専用の入口を設置している。 

中学校 

社会体育施設 地域 

生徒 

１３．

社会教育施設 
凡  例　   中学校　　

 地域　　  社会教育施設　

テニスコート

地域交流棟

教材園

中庭

中庭

校舎

屋内運動場

来客用駐車場

職員用
駐車場

地域交流用
駐車場

グラウンド

  施設整備に要した期間（構想から工事まで）  
平成8年度 平成9年度 平成10年度 平成11年度 平成12年度

構想・計画等

設計

工事

平成８年度～平成１０年度：聖籠町統合中学校建設推進委員会
平成９年度～平成１１年度：：聖籠町統合中学校建設委員会

平成９年１０月～平成１０年１０月：設計

平成１０年６月～平成１１年３月：用地造成工事
平成１１年３月～平成１２年１２月：建設工事
平成１２年６月～平成１３年３月：外構工事
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  平面計画上の特徴  

    委員の意見より    
・有識者のみならず多くの住民の参加を得て、中学校づくりについて丁寧な検討が行われてきた。地域住民を巻

き込んだ検討のプロセスが後に地域の学校に対するサポートにもつながっている点は重要である。
・一方で、ボランティア団体の存続の是非を問う意見も出たとの話もあった。団体独自の活動は会員の会費に頼っ

ていることもあり、地域住民の自主的な活動の持続可能性の確保が課題と言えるかもしれない。

     ボランティア団体による地域交流棟の運営   
・地域交流棟には、音楽室、

美術室、技術室、家庭科
室、ランチルームが入っ
ており、それぞれ学校開
放を行っている。

・学校開放を含む地域交
流棟の運営は、常駐す
るボランティア団体が
担っている。

　（運営費用は教育委員会
が支出。）

・ランチルーム横の和室
において、地域住民は
給食を試食できる。

     ボランティア団体の成り立ち    
・統合中学校の整備を機

に、住民が中心となり、
「聖籠町統合中学校を育

てる会」が発足。
・「森づくり」「イベント」「地域

交流ゾーン活用」をテーマ
に掲げ、ボランティア団体

「せいろう共育ひろばみら
いのたね」を発足。

・PTA や町内会でもないボランティア組織として、
子供たちへのより良い教育環境の提供を目指して
自主的に活動を行っている。

     防犯面の取組    
・学校敷地の周囲に囲障

は設けておらず、誰で
も気軽に訪れることの
できる開かれたつくり
となっている。

・地域交流棟の入口を設
けており、常駐するボ
ランティア団体が入館
者をチェックしている。

・17 時以降には、校舎棟と地域交流棟の間のシャッ
ターを下ろすことにより、地域交流棟から校舎棟
へ利用者が入らないようにしている。

     ボランティア団体と中学校の交流    
・ボランティア団体の企画

により、野菜作り、梅干
作りなどの様々な体験活
動を行っている。

・ボランティア団体が、国
語や家庭科の授業を支
援している。

・ボランティア団体が常駐
する「町民ホームベース」
はガラス張りとなってお
り、中学生と地域住民が
お互いに存在を感じ合う
ことができる。

開放的なランチルーム

給食の試食にも使える
ランチルーム横の和室

町民ホームベースの内部
約 6ha の広大な敷地は、囲障の
ない開かれた作りとなっている

ボランティア団体と一緒に
野菜作りをする中学生

ガラス張りの町民ホームベース

・学校施設は、教室棟・地域交流棟・屋内運動場の 3 つの棟に分かれている。
・教室棟と地域交流棟の間は、時間に応じて扉で仕切ることができる。

管理・運営の体制 

平面計画上の特徴 

地域利用者の出入口は 
学校時間中も開放 

ボランティア団体が常駐。 
来館者の受付をしている。 

地域との交流にも使われる 
カフェテラス。和室も設置。 

校内の菜園では、 
地域との交流企画 
も催される。  

学校教育の活動時間外は
扉を閉鎖し、教室棟へ入れ
ないようにしている。 

・学校施設は大きく、教室棟・地域交流棟・屋内運動場、の3つの棟に分かれている。 
・教室棟と地域交流棟の間は、時間に応じて扉で仕切ることができる。 

施設 利用時間（平日） 所管 管理・運営 

中学校 教育委員会 中学校 

地域交流棟 
教育委員会 ボランティア団体 

教育委員会 社会教育課 

8 12 17 22 

平日の日中は、 
ボランティア団体に地
域交流棟の管理を委託 

施設 利用時間（平日） 所管 管理・運営 

中学校 教育委員会 中学校 

地域交流棟 
教育委員会 ボランティア団体 

教育委員会 町長部局 

8 12 17 22 

平日の日中は、 
ボランティア団体に地
域交流棟の管理を委託 

校舎

地域交流棟
地域交流棟

校舎

屋内運動場

１Ｆ 

１Ｆ ５Ｆ ４Ｆ ３Ｆ ２Ｆ Ｂ２Ｆ ６Ｆ ７Ｆ ８Ｆ Ｂ１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ ５Ｆ ４Ｆ ３Ｆ ２Ｆ Ｂ２Ｆ ６Ｆ ７Ｆ ８Ｆ Ｂ１Ｆ 
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